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(57)【要約】
【課題】メンテナンス作業をすることなく電気掃除機の
吸込性能を確保できる電気掃除装置を提供する。
【解決手段】二次電池２を充電電源手段により充電する
際に、第１集塵部６を第２集塵部43に連通させ、かつ、
塵埃移動手段39が動作して第１集塵部６に外気を導入す
る。第１集塵部６にて捕集した塵埃が第２集塵部43へと
移動するため、充電動作と同時に電気掃除機１の第１集
塵部６のメンテナンスが可能になり、第１集塵部６のメ
ンテナンス作業を別個にすることなく電気掃除機１の吸
込性能を確保できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動送風機を収容するとともに、前記電動送風機の吸込側に連通する掃除機側集塵室を
有する掃除機本体と、前記電動送風機に給電可能な二次電池とを備えた電気掃除機と、
　前記電気掃除機の掃除機本体を着脱可能な装置本体と、この装置本体に前記掃除機本体
を装着した状態で前記掃除機側集塵室に連通する装置側集塵室と、前記装置本体に前記掃
除機本体を装着した状態で前記二次電池に給電してこの二次電池を充電可能な充電電源手
段と、前記装置本体に前記掃除機本体を装着した状態で外気を前記掃除機側集塵室に導入
してこの掃除機側集塵室にて捕集した塵埃の少なくとも一部を前記装置側集塵室へと移動
させる塵埃移動手段とを備えた充電装置と
　を具備したことを特徴とした電気掃除装置。
【請求項２】
　電動送風機は、塵埃移動手段の一部をなし、商用電源から給電を受けて動作して外気を
掃除機側集塵室に導入可能である
　ことを特徴とした請求項１記載の電気掃除装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動送風機に給電可能な二次電池を有する電気掃除機を備えた電気掃除装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の電気掃除装置は、二次電池と、この二次電池による給電を受ける電動送
風機とを掃除機本体に収容し、かつ、この電動送風機の駆動により吸い込んだ塵埃を捕集
するフィルタを有する集塵室を掃除機本体に設けた電気掃除機と、この電気掃除機を装着
して二次電池を充電する充電装置とを備えている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－２１５８９８号公報（第４－７頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の電気掃除装置では、使用により塵埃が集塵室に溜まってくると、電気掃除機が重
くなるとともに、吸込性能が低下するため、吸込性能を維持するためには集塵室に捕集し
た塵埃を頻繁に捨てなければならず、メンテナンス作業が煩雑であるという問題点を有し
ている。
【０００４】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、メンテナンス作業をすることなく電気
掃除機の吸込性能を確保できる電気掃除装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、電動送風機の吸込側に連通する掃除機側集塵室を有する掃除機本体と、電動
送風機に給電可能な二次電池とを備えた電気掃除機と、電気掃除機の掃除機本体を着脱可
能な装置本体に掃除機本体を装着した状態で掃除機側集塵室に連通する装置側集塵室と、
装置本体に掃除機本体を装着した状態で二次電池に給電してこの二次電池を充電可能な充
電電源手段と、装置本体に掃除機本体を装着した状態で外気を掃除機側集塵室に導入して
この掃除機側集塵室にて捕集した塵埃の少なくとも一部を装置側集塵室へと移動させる塵
埃移動手段とを備えた充電装置とを具備したものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、充電装置の装置本体に電気掃除機の掃除機本体を装着して二次電池を
充電電源手段により充電する際に、掃除機側集塵室を装置側集塵室に連通させ、かつ、塵
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埃移動手段が動作して掃除機本体側集塵室に外気を導入することで、この掃除機側集塵室
にて捕集した塵埃の少なくとも一部が装置側集塵室へと移動するため、充電動作と同時に
電気掃除機の掃除機側集塵室のメンテナンスが可能になり、掃除機側集塵室のメンテナン
ス作業を別個にすることなく電気掃除機の吸込性能を確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の第１の実施の形態の電気掃除装置の構成を、図面を参照して説明する。
【０００８】
　図１および図２に電気掃除装置を示し、この電気掃除装置は、電気掃除機１と、この電
気掃除機１の駆動源である二次電池２を充電する充電装置としての充電台３とを備えてい
る。
【０００９】
　電気掃除機１は、掃除機本体５を備え、この掃除機本体５内には、掃除機側集塵室とし
ての第１集塵部６と、電動送風機７などを収容する電動送風機室８とが、隔壁９を介して
前後に区画形成されている。そして、この電気掃除機１は、掃除機本体５の外部に設けら
れた図示しない車輪を介して、被掃除面である床面上などを走行可能な、いわゆるキャニ
スタ型の電気掃除機である。
【００１０】
　第１集塵部６は、掃除機本体５の前端部に開口形成された本体吸込口11に上流側が連通
するとともに、電動送風機７の吸込側に下流側が連通している。また、第１集塵部６内に
は、メインフィルタ13が取り付けられている。さらに、第１集塵部６の上部には、掃除機
本体５の外部と第１集塵部６とを連通する上部開口14が開口形成され、この上部開口14に
は、この上部開口14を開閉可能な第１弁体15が設けられている。また、上部開口14の上方
には、上部開口14と掃除機本体５の外部とを連通するスリット状の外気導入孔16が穿設さ
れている。そして、第１集塵部６の底部の第１弁体15に対向する位置には、廃棄開口17が
開口形成され、この廃棄開口17には、この廃棄開口17を開閉可能な蓋体としての集塵部下
部蓋18が設けられている。
【００１１】
　本体吸込口11には、ホース体19が連通接続される。このホース体19の先端側には、作業
者が把持操作する図示しない手元操作部が設けられ、この手元操作部には、電動送風機７
の駆動状態すなわち運転モードを設定する設定ボタンが設けられている。さらに、この手
元操作部の先端側には、図示しない延長管および吸込口体としての床ブラシが順次連通接
続される。
【００１２】
　メインフィルタ13は、隔壁９の前方、かつ、廃棄開口17の後方にて、隔壁９に対向して
配設され、本体吸込口11から吸い込んだ塵埃を第１集塵部６内に捕集するためのものであ
る。
【００１３】
　電動送風機室８は、隔壁９に開口形成された連通口21を介して第１集塵部６に上流側が
連通するとともに、掃除機本体５の後部に格子状に開口形成された排気孔22を介して掃除
機本体５の外部と連通している。また、電動送風機室８には、電動送風機７を保持する保
持板23が、隔壁９の後方に上下方向に亘って設けられている。さらに、電動送風機室８の
下部には、掃除機本体５の外部と電動送風機室８とを連通する下部開口24が開口形成され
、この下部開口24には、この下部開口24を開閉可能な第２弁体25と、この下部開口24を覆
う補助フィルタとしてのサブフィルタ26とがそれぞれ設けられている。そして、電動送風
機室８内には、電動送風機７に給電する上記二次電池２と、電動送風機７の駆動などを制
御する掃除機側電装ユニット28などとが配設されている。
【００１４】
　保持板23は、連通口21に対向する中央部に、開口部31が開口形成され、この開口部31の
周縁部には、電動送風機７を保持する保持突部32が前方へと突設されている。そして、こ
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の保持突部32には、電動送風機７の前端側の外周部が、支持部材である円環状のサポート
ゴム33を介して保持され、このサポートゴム33により電動送風機７の周囲と開口部31との
隙間が気密に閉塞されている。この結果、電動送風機７は、電動送風機室８内で軸方向が
前後に沿うように略水平状に配設されている。なお、電動送風機７の後端側の外周部には
、電動送風機７の駆動および排気などによる騒音を低減する消音筒34が配設されている。
【００１５】
　下部開口24は、隔壁９の下方で、かつ、第１集塵部６のメインフィルタ13の後方である
、掃除機本体５の前後方向の略中央部に配設されている。
【００１６】
　二次電池２は、例えば複数本の二次電池を直列に接続した電池パックであり、電動送風
機７の下方に配設され、掃除機本体５の下部後側に設けられた掃除機側接続部36に電気的
に接続されている。この掃除機側接続部36は、掃除機側電装ユニット28に電気的に接続さ
れており、充電台３に電気掃除機１の掃除機本体５を装着した状態で、充電台３側と電気
的に接続されることで、充電台３からの給電により二次電池２を充電可能とするものであ
る。
【００１７】
　隔壁９は、掃除機本体５の内部において、上側からメインフィルタ13の下部へと断面略
Ｌ字状に屈曲され、中央部に上記連通口21が開口形成されているとともに、この連通口21
に、この連通口21を開閉可能な第３弁体38が設けられている。
【００１８】
　そして、上記各弁体15，25，38、集塵部下部蓋18および電動送風機７などにより、外気
を第１集塵部６へと導入する塵埃移動手段39が構成されている。
【００１９】
　一方、充電台３は、電気掃除機１の掃除機本体５が装着される装着口41を上部に有する
箱状の収納ステーションである装置本体42を備え、この装置本体42の内部に、装置側集塵
室としての第２集塵部43と、装置側電装ユニット44などを収容する電装部収容室45とが、
装置側隔壁46を介して前後に区画形成されている。
【００２０】
　装着口41の内周縁部には、装着された掃除機本体５と装置本体42内部とを気密に接続す
るシール部材としてのシールパッキン48が全周に亘って設けられている。
【００２１】
　第２集塵部43は、装置本体42の前部から前後方向の中央部よりも後部まで設けられてい
る。すなわち、第２集塵部43は、電装部収容室45よりも広く形成されている。装置本体42
に掃除機本体５を装着した状態で第１集塵部６および下部開口24の下方に位置している。
また、この第２集塵部43内には、廃棄部としての集塵ケース51が着脱可能に配設されてい
る。この集塵ケース51は、第２集塵部43の内壁に沿うように形成された有底筒状体である
。この結果、集塵ケース51は、図２に示すように、装置本体42に掃除機本体５を装着した
状態で集塵部下部蓋18と第２弁体25とが開いた際に、電気掃除機１の第１集塵部６および
電動送風機室８とのそれぞれに連通するように構成されている。
【００２２】
　また、第２集塵部43内には、例えばプラズマなどによりこの第２集塵部43内を脱臭する
図示しない脱臭機構が設けられている。
【００２３】
　電装部収容室45には、上記装置側電装ユニット44と、この装置側電装ユニット44に電気
的に接続された装置側接続部53とが収容され、この装置側接続部53の上部に設けられた端
子53aが、装置側隔壁46に穿設された孔部54を介して上方へと露出している。
【００２４】
　そして、装置側隔壁46は、装置本体42内の下部から突出した突出部56と、この突出部56
の上端部から装置本体42内の後部に亘って略水平状に設けられた水平部57とを有し、この
水平部57に上記孔部54が穿設されている。
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【００２５】
　次に、上記第１の実施の形態の内部構造を図３を参照して説明する。
【００２６】
　電気掃除機１側には、掃除機本体５(図１)を充電台３側の装置本体42(図１)への装着を
検出する装着検出手段としての収納センサ61、第１弁体15(図１)を開閉する第１弁体開閉
手段としての第１弁体駆動手段62、第２弁体25(図１)を開閉する第２弁体開閉手段として
の第２弁体駆動手段63、第３弁体38(図１)を開閉する第３弁体開閉手段としての第３弁体
駆動手段64、集塵部下部蓋18(図１)を開閉する蓋体開閉手段としての蓋駆動手段65、二次
電池２から電動送風機７へと供給される電力を制御する第１電力制御手段としてのＤＣ電
力制御手段66、充電台３側から掃除機側接続部36を介して電動送風機７に供給される商用
電源の電力を制御する第２電力制御手段としてのＡＣ電力制御手段67、および、各駆動手
段62～65およびＤＣ電力制御手段66の動作を制御する掃除機側制御手段68が、それぞれ配
設されている。
【００２７】
　各駆動手段62～65は、例えばモータなどであり、二次電池２から給電されることで駆動
される。
【００２８】
　そして、掃除機側制御手段68は、作業者の設定ボタンの操作に応じてＤＣ電力制御手段
66を制御することにより、電動送風機７の運転モードを制御するものである。また、この
掃除機側制御手段68は、収納センサ61の出力に対応して各駆動手段62～65のそれぞれの駆
動を制御可能に構成されている。
【００２９】
　一方、充電台３側には、電気掃除機１側の二次電池２に給電してこの二次電池２を充電
可能な充電電源手段71が、装置側制御手段72および交流電源手段であるＡＣ電源手段73を
介して商用電源に電気的に接続されている。また、これら充電電源手段71、装置側制御手
段72およびＡＣ電源手段73は、それぞれ装置側接続部53に電気的に接続されている。
【００３０】
　装置側制御手段72は、ＡＣ電源手段73を介した商用電源の電力を、充電電源手段71を制
御することで装置側接続部53から電気掃除機１側の二次電池２へと供給して二次電池２の
充電を制御可能に構成されている。また、この装置側制御手段72は、装置側接続部53を介
して、電動送風機７を、ＡＣ電源手段73からの電力により動作するように制御可能に構成
されている。
【００３１】
　次に、上記第１の実施の形態の動作を説明する。
【００３２】
　掃除の際には、作業者が本体吸込口11にホース体19、延長管および床ブラシを順次連通
接続し、ホース体19の先端側の手元操作部を把持して、所定の設定ボタンを操作する。
【００３３】
　このとき、各弁体15，25および集塵部下部蓋18がそれぞれ閉じた状態となっており、第
３弁体38が開いた状態となっている。したがって、第１集塵部６は、上流側が本体吸込口
11のみに連通しているとともに、電動送風機室８の上流側が、連通口21および開口部31を
介して第１集塵部６に連通している。
【００３４】
　この状態で、掃除機側制御手段68は、作業者の設定ボタンの操作により設定された運転
モードに応じて、ＤＣ電力制御手段66の動作を制御することで、電動送風機７を、この設
定された運転モードで駆動させる。
【００３５】
　電動送風機７の吸い込みにより生じた負圧の作用により、床面上で前後に走行させた床
ブラシから塵埃を空気とともに吸い込み、この空気が吸気風となって、塵埃とともに延長
管、ホース体19および本体吸込口11を介して第１集塵部６へと流入する。
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【００３６】
　そして、吸気風とともに吸い込まれた塵埃のうち、比較的大きい粗塵は、そのまま第１
集塵部６内に収容され、比較的小さい細塵は、吸気風がメインフィルタ13を通過する際に
、このメインフィルタ13により捕集される。
【００３７】
　この後、吸気風は、連通口21および開口部31を通過して電動送風機７へと吸い込まれ、
この電動送風機７を通過して排気風となり、この排気風は、排気孔22から掃除機本体５の
外部へと排気される。
【００３８】
　そして、掃除を終了する際には、作業者の設定操作により掃除機側制御手段68がＤＣ電
力制御手段66を介して電動送風機７を停止させる。この状態で、作業者は、充電台３の装
着口41に掃除機本体５を装着する。
【００３９】
　このとき、掃除機本体５の自重により、この掃除機本体５の下部に、装着口41のシール
パッキン48が圧接されることで、装置本体42の内部が気密な状態となるとともに、掃除機
側接続部36が端子53aを介して装置側接続部53と電気的に接続される。
【００４０】
　同時に、収納センサ61が、掃除機本体５の装着を検出し、この検出を伝達する信号を掃
除機側制御手段68へと出力することで、この掃除機側制御手段68が、二次電池２からの電
力を各駆動手段62～65に供給させて、これら駆動手段62～65を駆動させ、第１弁体15、第
２弁体25および集塵部下部蓋18をそれぞれ開くとともに、第３弁体38を閉じる。
【００４１】
　この結果、第１集塵部６に捕集された粗塵の殆どは、自重により第２集塵部43の集塵ケ
ース51内へと落下して、この集塵ケース51に捕集される。
【００４２】
　この状態で、充電台３を商用電源に接続するなどの所定の操作により二次電池２の充電
を開始すると、二次電池２が商用電源の電力が充電電源手段71、装置側接続部53および掃
除機側接続部36を介して二次電池２へと供給されて、この二次電池２が充電される。
【００４３】
　また、この充電中には、装置側制御手段72により商用電源の電力が、ＡＣ電源手段73、
各接続部53，36およびＡＣ電力制御手段67を介して電動送風機７へと供給されて電動送風
機７が駆動し、この電動送風機７の駆動により生じる負圧にて、外気導入孔16を介して上
部開口14から第１集塵部６へと外気が取り込まれ、この外気が第２集塵部43の集塵ケース
51内を通過し、下部開口24、サブフィルタ26および開口部31を介して電動送風機７へと吸
い込まれた後、排気孔22から掃除機本体５の外部へと排気される。
【００４４】
　この結果、この負圧の作用にて、第１集塵部６内に残留した塵埃、特にメインフィルタ
13の上流側面に付着した塵埃が集塵ケース51内へと落下し、この集塵ケース51内に捕集さ
れる。
【００４５】
　同時に、充電台３側の脱臭機構が動作し、集塵ケース51に捕集された塵埃などから発生
する臭気を脱臭する。
【００４６】
　上記電動送風機７の動作は、第１集塵部６内の塵埃が充分に集塵ケース51へと移動する
所定時間継続した後、装置側制御手段72が電動送風機７への商用電源からの給電を停止さ
せることで終了する。
【００４７】
　そして、二次電池２の充電が終了すると、装置側制御手段72が充電電源手段71の動作を
制御して二次電池２への商用電源の電力の供給を停止させる。
【００４８】
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　この後、電気掃除機１を充電台３から取り外すと、収納センサ61がこの取り外しを検出
して信号を掃除機側制御手段68に出力し、この掃除機側制御手段68が各駆動手段62～65の
駆動をそれぞれ制御して、第１弁体15、第２弁体25および集塵部下部蓋18を閉じるととも
に、第３弁体38を開く。
【００４９】
　集塵ケース51に塵埃が溜まった場合には、この集塵ケース51を第２集塵部43から取り外
し、適宜ごみ箱などに塵埃を廃棄する。
【００５０】
　上述したように、上記第１の実施の形態によれば、充電台３の装置本体42に電気掃除機
１の掃除機本体５を装着して二次電池２を充電電源手段71により充電する際に、第１集塵
部６を第２集塵部43に連通させ、かつ、塵埃移動手段39が動作して第１集塵部６に外気を
導入することで、この第１集塵部６にて捕集した塵埃が第２集塵部43の集塵ケース51へと
移動するため、充電動作と同時に電気掃除機１の第１集塵部６のメンテナンスが可能にな
る。
【００５１】
　この結果、第１集塵部６の塵埃を廃棄するメンテナンス作業を別個にすることなく、第
１集塵部６内の塵埃により電動送風機７の吸い込みが低下することを防止でき、電気掃除
機１の吸込性能を確保できるとともに、充電する度に第１集塵部６内の塵埃がない状態と
なるから、電気掃除機１が塵埃により重くなる状態で使用する機会が低減し、使い勝手が
向上する。
【００５２】
　また、電動送風機７を塵埃移動手段39の一部として用いることで、塵埃移動手段39に別
個の送風機などを設ける場合と比較して、電気掃除装置全体の構成を簡略化できるととも
に、この電動送風機７は、商用電源からの給電により動作するため、二次電池２の電力を
消費することがなく、二次電池２の充電時間が長くなったり、サイクル寿命が短くなった
りすることをも防止できる。
【００５３】
　さらに、第２集塵部43内を脱臭する脱臭機構を設けることで、効率よく脱臭できるとと
もに、このような脱臭機構を電気掃除機側に設ける場合のように、電気掃除機の構成が複
雑化することもない。
【００５４】
　そして、第１集塵部６の塵埃を第２集塵部43の集塵ケース51に移動させる際に、メイン
フィルタ13の上方に位置する上部開口14から外気を取り込むことにより、この取り込んだ
外気によって、メインフィルタ13に付着した塵埃をも集塵ケース51へと移動させることが
できるので、メインフィルタ13の手入れなども必要なくなり、メンテナンス性が、より向
上する。
【００５５】
　また、下部開口24にサブフィルタ26を設けることにより、塵埃移動手段39が動作した際
に、外気に含まれる微細な塵埃などが電動送風機７へと吸い込まれることを防止できる。
【００５６】
　次に、第２の実施の形態を、図４を参照して説明する。なお、上記第１の実施の形態と
同様の構成および作用については、同一符号を付してその説明を省略する。
【００５７】
　この第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態において、塵埃移動手段39が、充電台
３に設けられた装置側電動送風機75の駆動による負圧の作用により第１集塵部６に捕集さ
れた塵埃を第２集塵部43の集塵ケース51へと移動させるものである。
【００５８】
　すなわち、電装部収容室45内には、水平部57の下方に、この水平部57と略平行な下部水
平部77が設けられ、この下部水平部77により、第１収容部78と第２収容部79とが上下に区
画形成されている。



(8) JP 2008-79922 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

【００５９】
　第１収容部78には、上記装置側電動送風機75が、軸方向を前後方向に沿わせて収容され
ているとともに、この装置側電動送風機75の上方に、装置側接続部53が位置している。ま
た、この第１収容部78を区画する突出部56の上側近傍には、第２集塵部43と第１収容部78
と連通する装置側連通口81が開口形成され、かつ、この装置側連通口81を覆って、補助フ
ィルタであるサブフィルタ82が取り付けられている。さらに、第１収容部78を区画する装
置本体42の後部には、この第１収容部78に連通する装置側排気孔83が格子状に穿設されて
いる。そして、装置側電動送風機75の吸込側は、装置側連通口81に気密に接続されている
。
【００６０】
　また、第２収容部79には、装置側電装ユニット44が収容されている。
【００６１】
　したがって、図６に示すように、充電台３の内部には、装置側電動送風機75にＡＣ電源
手段73を介して商用電源から供給される電力を制御する装置側電力制御手段85が、装置側
制御手段72に電気的に接続されている。
【００６２】
　次に、上記第２の実施の形態の動作を説明する。
【００６３】
　掃除の際には、作業者が本体吸込口11にホース体19、延長管および床ブラシを順次連通
接続し、ホース体19の先端側の手元操作部を把持して、所定の設定ボタンを操作する。
【００６４】
　このとき、各弁体15および集塵部下部蓋18がそれぞれ閉じた状態となっている。したが
って、第１集塵部６は、上流側が本体吸込口11のみに連通しているとともに、電動送風機
室８の上流側が、連通口21および開口部31を介して第１集塵部６に連通している。
【００６５】
　この状態で、掃除機側制御手段68は、作業者の設定ボタンの操作により設定された運転
モードに応じて、ＤＣ電力制御手段66の動作を制御することで、電動送風機７を、この設
定された運転モードで駆動させ、上記第１の実施の形態と同様に、この電動送風機７の吸
い込みにより生じた負圧の作用により、床面上で前後に走行させた床ブラシから吸い込ん
だ塵埃が第１集塵部６に捕集される。
【００６６】
　掃除が終了した後、作業者が、充電台３の装着口41に掃除機本体５を装着すると、掃除
機本体５の自重により、この掃除機本体５の下部に、装着口41のシールパッキン48が圧接
されて装置本体42の内部が気密な状態となるとともに、掃除機側接続部36が端子53aを介
して装置側接続部53と電気的に接続され、収納センサ61が、掃除機本体５の装着を検出し
、この検出を伝達する信号を掃除機側制御手段68へと出力して、この掃除機側制御手段68
が、二次電池２からの電力を各駆動手段62，65に供給させ、これら駆動手段62，65を駆動
させて、第１弁体15および集塵部下部蓋18をそれぞれ開く。
【００６７】
　この結果、第１集塵部６に捕集された粗塵の殆どは、自重により第２集塵部43の集塵ケ
ース51内へと落下して、この集塵ケース51に捕集される。
【００６８】
　そして、上記第１の実施の形態と同様に二次電池２を充電すると、この充電中に、装置
側制御手段72により商用電源の電力が、ＡＣ電源手段73および装置側電力制御手段85を介
して装置側電動送風機75へと供給されてこの装置側電動送風機75が駆動し、この装置側電
動送風機75の駆動により生じる負圧にて、外気導入孔16を介して上部開口14から第１集塵
部６へと外気が取り込まれ、この外気が第２集塵部43の集塵ケース51内を通過し、サブフ
ィルタ82および装置側連通口81を介して装置側電動送風機75へと吸い込まれた後、装置側
排気孔83から装置本体42外部へと排気される。
【００６９】
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　この結果、この負圧の作用にて、第１集塵部６内に残留した塵埃、特にメインフィルタ
13の上流側面に付着した塵埃が集塵ケース51内へと落下し、この集塵ケース51内に捕集さ
れる。
【００７０】
　同時に、充電台３側の脱臭機構が動作し、集塵ケース51に捕集された塵埃などから発生
する臭気を脱臭する。
【００７１】
　上記装置側電動送風機75の動作は、第１集塵部６内の塵埃が充分に集塵ケース51へと移
動する所定時間継続した後、装置側制御手段72が装置側電動送風機75への商用電源からの
給電を停止させることで終了する。
【００７２】
　そして、二次電池２の充電が終了すると、装置側制御手段72が充電電源手段71の動作を
制御して二次電池２への商用電源の電力の供給を停止させ、電気掃除機１を充電台３から
取り外すと、収納センサ61がこの取り外しを検出して信号を掃除機側制御手段68に出力し
、この掃除機側制御手段68が各駆動手段62，65の駆動をそれぞれ制御して、第１弁体15お
よび集塵部下部蓋18を閉じる。
【００７３】
　このように、上記第２の実施の形態によれば、充電台３の装置本体42に電気掃除機１の
掃除機本体５を装着して二次電池２を充電電源手段71により充電する際に、第１集塵部６
が第２集塵部43に連通し、かつ、塵埃移動手段39が動作して外気を第１集塵部６に導入し
、この第１集塵部６にて捕集した塵埃を第２集塵部43の集塵ケース51へと移動させるなど
、上記第１の実施の形態と同様の構成を有することにより、上記第１の実施の形態と同様
の作用効果を奏することができる。
【００７４】
　また、電気掃除機１には、外気を取り込むための第１弁体15と、第１集塵部６を開閉す
るための集塵部下部蓋18とのそれぞれを設けるのみでよく、上記第１の実施の形態の下部
開口24、サブフィルタ26、第３弁体38、第２弁体駆動手段63、第３弁体駆動手段64および
ＡＣ電力制御手段67などが必要ないため、掃除機本体５の構成を簡略化できるので、掃除
機本体５を軽量化でき、掃除の際の電気掃除機１の操作性が向上する。
【００７５】
　なお、上記各実施の形態では、二次電池２の充電中に塵埃移動手段39が自動的に起動お
よび停止したが、この塵埃移動手段39は、二次電池２の充電時に、作業者が手動で起動お
よび停止させてもよい。
【００７６】
　また、各弁体15，25，38および集塵部下部蓋18などは、掃除機本体５を装置本体42に装
着した際に機械的に開閉されるように構成してもよい。この場合には、掃除機側制御手段
68による制御が簡素化される。
【００７７】
　さらに、電気掃除機１としては、二次電池２の他に、電源コードを用いて商用電源から
も電動送風機７の電力を得ることが可能な、いわゆる充交式の電気掃除機でも対応して用
いることができる。この場合には、電動送風機７を充交式に対応するものとし、ＤＣ電力
制御手段66とＡＣ電力制御手段67とを電動送風機７に対して並列に設け、これら電力制御
手段66，67を選択的に使用して掃除機側制御手段68により電動送風機７の駆動を制御可能
とする。
【００７８】
　そして、塵埃移動手段39は、外気を第１集塵部６に導入して、この第１集塵部６で捕集
した塵埃を第２集塵部43へと移動できれば、その細部は上記構成に限定されるものではな
い。
【００７９】
　同様に、上記塵埃移動手段39などを除く電気掃除機１および充電台３の細部は、上記構
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【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１の実施の形態の電気掃除装置を示す説明断面図である。
【図２】同上電気掃除装置の各種動作を示す説明断面図である。
【図３】同上電気掃除装置の内部構造を示すブロック図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態の電気掃除装置を示す説明断面図である。
【図５】同上電気掃除装置の各種動作を示す説明断面図である。
【図６】同上電気掃除装置の内部構造を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　　電気掃除機
　２　　二次電池
　３　　充電装置としての充電台
　５　　掃除機本体
　６　　掃除機側集塵室としての第１集塵部
　７　　電動送風機
　39　　塵埃移動手段
　42　　装置本体
　43　　装置側集塵室としての第２集塵部
　71　　充電電源手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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